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令和７年度中部地方資源循環自治体フォーラム プログラム（第２部） 

テーマ① 自治体と事業者が連携したプラ回収・再商品化の推進 
 

日 時：令和 7 年 12 月 19 日（金） 

会 場：STATION Ai イベントスペース（１Ｆ） 

 

  登 壇 者 

府省庁説明 

環境省環境再生・資源循環局資源循環課 

容器包装プラスチック・資源循環室 主査 牧佳希 

「プラスチック資源循環の推進について  ～プラスチックに係る資源

循環の促進等に関する法律における自治体の取組み～」 

先進事例紹介 

富山県富山市環境部廃棄物対策課減量推進係 係長 布尾和幸氏 

「プラスチック資源の循環に向けた富山市の取組み 

 ～プラスチック資源一括回収の実施～」 

事業紹介① 

株式会社富山環境整備 社長室 専任次長（イノベーション担当） 

 今井麻美氏 

 「再生プラスチックの回収量拡大・質の向上に向けた連携状況」 

事業紹介② 

日鉄リサイクル株式会社 名古屋工場 工場長 合﨑創氏 

「“持続可能な未来”に向けた日鉄リサイクルのプラスチックリサイクル

について」 

事業紹介③ 
株式会社岐阜リサイクルセンター取締役工場長 笠井俊成氏 

「自治体と事業者が連携したプラ回収・再商品化の推進」 

事業紹介④ 

株式会社リコー環境・エネルギー事業センター 

循環型ソリューション開発室 企画・開発グループ 平井政孝氏 

「デジタルがつなぐ資源循環 

～プラスチック回収から始まる“企業と地域の共創”～」 
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＜府省庁説明＞ 

 
「プラスチック資源循環の推進について 

～プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律における 
自治体の取組み～」 

 

 

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 

容器包装プラスチック・資源循環室 主査 牧佳希 
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2025年12月19日
環境省 環境再生・資源循環局

容器包装・プラスチック資源循環室

プラスチック資源循環の推進について
～プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律における自治体の取組み～

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の概要

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層
促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されるプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要がある。

■ 背景

1. 基本方針の策定
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定する。

プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
ワンウェイプラスチックの使用の合理化
プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

2. 個別の措置事項

■ 主な措置内容

プラスチック資源について、市区町村による容リ法
ルートを活用した再商品化を可能にする。容リ法の
指定法人等は廃棄物処理法の業許可が不要に。

市区町村と再商品化実施者が連携して行うプラスチッ
ク資源の再商品化計画を作成する。

主務大臣が認定した場合に、市区町村の選別、梱包
等を省略して再商品化実施者が再商品化を実施可能
に。再商品化実施者は廃棄物処理法の業許可が不要
に。

【使用の合理化】

ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべき判断基準を策定する。

主務大臣の指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置する。

資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済（サーキュラー・エコノミー）への移行

設計
・

製造

【環境配慮設計指針】

製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。

認定製品を国が率先して調達する（グリーン購入法上の配慮）とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援

を行う。

【製造・販売事業者等による自主回収】

製造・販売事業者等が製品等を自主回収・
再資源化する計画を作成する。

主務大臣が認定した場合に、認定事業者は
廃棄物処理法の業許可が不要に。

【排出事業者の排出抑制・再資源化等】

排出事業者が排出抑制や再資源化等の取
り組むべき判断基準を策定する。

主務大臣の指導･助言、プラスチックを
多く排出する事業者への 勧告・公表・
命令を措置する。

排出事業者等が再資源化事業計画を作成
する。
主務大臣が認定した場合に、認定事業
者は廃棄物処理法の業許可が不要に。

販売
・

提供

排出
・

回収
・

リサ
イク
ル

：ライフサイクル全体でのプラスチックのフロー

＜店頭回収等を促進＞

＜ワンウェイプラスチックの例＞

＜プラスチック資源の例＞

＜付け替えボトル＞

【市区町村の分別収集･再商品化】

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組（3R+Renewable）を促
進するための措置を講じます。

第２０４回通常国会で成立
令和３年６月11日公布
令和４年４月１日施行
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2

排出・回収・リサイクル段階

2

あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを促進

プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化を促進するため、市区町村はプラスチッ
ク使用製品廃棄物について、分別の基準を策定し、当該分別の基準に従って適正に分別して
排出されることを促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければなならない。

3

プラスチック資源循環法に基づく再商品化の２つの方法について

3

市区町村は分別収集物の基準及び手引きに従って分別収集・再商品化する必要がある。

プラスチック使用製品
廃棄物の分別収集

指定保管施設での
選別・梱包・保管

指定法人
への委託・引渡し

選別 再商品化

指定法人の委託を受けた
再商品化事業者

市区町村の委託を受けて分別
収集物の再商品化を実施
（このうちプラスチック容器包装
廃棄物は容器包装リサイクル
法に基づく再商品化として実
施）

市区町村
（又は市区町村の委託を受けて分別収集等を実施する者）

市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、市区
町村による選別、圧縮等を省略し、再商品化実施者に再商品化を委託することが可能になる。

プラスチック使用製品
廃棄物の分別収集 選別 再商品化

市区町村
（又は市区町村の委託を受けて分別収集等を実施する者）

指定法人
プラスチック容器包装廃棄物（容器包装リサイクル法の分別基準
適合物とみなす【法第35条】）の再商品化費用を支払い

一体化・合理化

再商品化実施者
（認定計画に記載された再商品化事業者）

(2) 認定を受けた再商品化計画に基づいて再商品化を行う方法（法33条）

市区町村は再商品化計画の認定申請の手引きに従って計画を作成し、認定を受けた計画に従って

分別収集・再商品化する必要がある。

(1) 容器包装リサイクル法の指定法人に委託して再商品化を行う方法（法32条）
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（参考）法に基づかないリ
サイクル（独自処理）

認定再商品化計画に基づく
リサイクルを行う方法

（第33条）

容器包装リサイクル法に規
定する指定法人に委託する

方法（第32条）

適用されない適用されない（リサイクル
を著しく阻害するものが混
入しないよう、十分に参考
とされることを期待）

適用される分別収集物の基準
（環境省令）の適用

再商品化事業者との調整に
より省略できる

再商品化事業者との調整に
より省略できる

省略できない市区町村が実施する
選別・圧縮等

市区町村が決定する市区町村が決定する指定法人において、毎年１
月に入札が行われ、２月中
下旬に市区町村に対して落
札事業者が通知される

再商品化事業者の選
定方法

すべて市区町村プラスチック製容器包装：特定事業者（市区町村負担分
を除く）
プラスチック製品：市区町村

再商品化費用の負担
者

市区町村が決定する計画の認定基準を踏まえ、
市区町村が決定する

指定法人において、毎年１
月に入札が行われ、２月中
下旬に市区町村に対して落
札価格（＝再商品化費用）
が通知される

再商品化費用の決定
方法

対象となる（当面の間）対象となる特別交付税措置との
関係

要件を満たさない場合があ
る

要件を満たす循環型社会形成推進
交付金との関係

4

容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法（第32条）と
認定再商品化計画に基づきリサイクルを行う方法（第33条）の主な違い

5

令和7年度までに指定法人へ分別収集物の引き渡しを開始する地方公共団体数及び量

※地方公共団体数は、市町村及び組合を含む値であり、構成市町村の総数は201自治体となる。
※分別収集物の引き渡しを実施する市町村が０の都道府県は表示していない。
※プラスチック容器包装廃棄物のみの引き渡しや、法33条の認定計画は集計結果に含まれていない。
※実施自治体の落札結果等は、指定法人HP参照
（https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/recycle/recycling/recycling04/pdf/r06/pla02.pdf）

（令和７年４月７日：日本容器包装リサイクル協会発表）

7



再商品化計画の認定事例について

6

これまでの認定事例（法33条）
 市町村名

(認定日) 種 類 量(㌧/年)※
R5.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 13,104
R8.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 1,456

(R4.9.30) （3年間） 合  計 14,560
R6.1.1～ プラスチック容器包装廃棄物 1,174
R8.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 250

(R4.12.19) （2年3か月） 合  計 1,424
R5.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 3,868
R8.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 318

(R4.12.19) （3年間） 合  計 4,186
R6.10.1～ プラスチック容器包装廃棄物 2,777
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 1,832

(R5.11.30) (2年6か月) 合  計 4,608
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 6,354
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 381

(R5.11.30) (3年間) 合  計 6,735
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 2,120
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 544

(R5.11.30) (3年間) 合  計 2,664
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 956
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 273

(R5.11.30) (3年間) 合  計 1,229
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 59
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 6

(R5.11.30) (3年間) 合  計 65
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 1,643
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 249

(R6.3.6) (3年間) 合  計 1,892
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 2,096
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 334

(R6.3.6) (3年間) 合  計 2,430
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 42
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 12

(R6.3.6) (3年間) 合  計 54
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 0
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 134

(R6.3.27) (3年間) 合  計 134
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 0
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 10

(R6.3.29) (3年間) 合  計 10
R6.4.1～ プラスチック容器包装廃棄物 4,420
R7.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 0

(R6.3.29) (1年間) 合  計 4,420

R6.4.26～ プラスチック容器包装廃棄物 7,209

R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 891

(R6.4.26) (2年11か月) 合  計 8,100

R6.6.1～ プラスチック容器包装廃棄物 0
R9.3.31 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 4,485

(R6.5.30) (2年10か月) 合  計 4,485

愛知県岡崎市 日鉄リサイクル株式会社

（愛知県東海市）
コークス炉化学原料

岩手県岩手町 株式会社青南商事

（青森県青森市）
ペレット等

福岡県北九州市 株式会社ビートルエンジニアリング

（福岡県北九州市）
フレーク

三重県菰野町 三重中央開発株式会社

（三重県伊賀市）
ペレット

株式会社岐阜リサイクルセンター

（岐阜県安八郡輪之内町）
減容品

東京都新宿区 日鉄リサイクル株式会社

（千葉県君津市）
コークス炉化学原料

富山県高岡市 株式会社富山環境整備

（富山県富山市）
ペレット等

 富山地区広域圏事務組合 株式会社富山環境整備

（富山県富山市）
ペレット等

愛知県安城市 株式会社富山環境整備

（富山県富山市）
ペレット等

神奈川県横須賀市 株式会社TBM

（神奈川県横須賀市）
ペレット

京都府亀岡市 株式会社富山環境整備

（富山県富山市）
ペレット等

三重県津市 三重中央開発株式会社

（三重県伊賀市）
ペレット等

大阪府堺市 三重中央開発株式会社（三重県伊賀市）

DINS関西株式会社（大阪府堺市）
ペレット等

京都府京都市

旭鉱石株式会社（徳島県徳島市)

DINS関西株式会社（大阪府寝屋川市)

栄伸開発株式会社（大阪府大阪市)

Ｊ＆Ｔ環境株式会社（神奈川県川崎市)

株式会社Jサーキュラーシステム（神奈川県川崎市)

株式会社レゾナック（神奈川県川崎市)

ペレット等

ガス化原料、

コークス炉

化学原料

 砺波広域圏事務組合 株式会社富山環境整備

（富山県富山市）
ペレット等

岐阜県輪之内町

 ※量（㌧/年）：再商品化計画期間平均値

計画期間
分別収集物 収集、運搬

又は処分を行うもの
再商品化製品

宮城県仙台市 J&T環境株式会社

（宮城県仙台市）
ペレット等

7

再商品化計画の認定事例について（第33条）
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量(㌧/年)計画期間市町村名量(㌧/年)計画期間市町村名量(㌧/年)計画期間市町村名
(認定日)(認定日)(認定日)

572 
R7.4.1～長野県安曇野市134 

R6.4.1～福岡県北九州市14,560
R5.4.1～宮城県仙台市 R10.3.31～R9.3.31～R8.3.31～

(3年間)(R6.11.29)(3年間)(R6.3.27)（3年間）(R4.9.30)

51 
R7.4.1～石川地方生活

環境施設組合10 
R6.4.1～三重県菰野町1,424 

R6.1.1～愛知県安城市 R10.3.31～R9.3.31～R8.3.31～
(3年間)(R6.11.29)(3年間)(R6.3.29)（2年3か月）(R4.12.19)

5,394 
R7.4.1～神奈川県川崎市4,420 

R6.4.1～大阪府堺市4,186 
R5.4.1～神奈川県横須賀市 R10.3.31～R9.3.31～R8.3.31～

(3年間)(R6.12.6)(3年間)(R6.3.29)（3年間）(R4.12.19)

309 
R7.4.1～愛媛県西予市8,100 

R6.4.26～京都府京都市4,608 
R6.10.1～富山県高岡市 R10.3.31～R9.3.31～R9.3.31～

(3年間)(R6.12.10)(2年11か月)(R6.4.26)(2年6か月)(R5.11.30)

16,017
R7.4.1～大阪府大阪市1,495 

R6.6.1～三重県津市6,735 
R6.4.1～富山地区広域圏

事務組合 R10.3.31～R9.3.31～R9.3.31～
(3年間)(R6.12.11)(2年10か月)(R6.5.30)(3年間)(R5.11.30)

194 
R7.10.1～富山県小矢部市29 

R7.4.1～佐賀県江北町2,664 
R6.4.1～京都府亀岡市 R10.3.31～R10.3.31～R9.3.31～

(2年6か月)(R6.12.27)(3年間)(R6.9.24)(3年間)(R5.11.30)

1,209 
R7.4.1～神奈川県藤沢市147 

R6.10.1～岐阜県羽島市1,229 
R6.4.1～砺波広域圏

事務組合 R10.3.31～R9.3.31～R9.3.31～
(3年間)(R7.1.6)(2年6か月)(R6.9.26)(3年間)(R5.11.30)

4,875 
R7.4.1～東京都大田区428 

R7.4.1～富山県射水市65 
R6.4.1～岐阜県輪之内町 R10.3.31～R10.3.31～R9.3.31～

(3年間)(R7.3.14)(3年間)(R6.11.20)(3年間)(R5.11.30)

300
R7.4.1～岡山県岡山市167 

R7.10.1～鳥取県琴浦町1,892 
R6.4.1～東京都新宿区 R10.3.31～R10.3.31～R9.3.31～

(3年間)(R7.3.24)(2年6か月)(R6.11.20)(3年間)(R6.3.6)
84,71931件合計

896 
R7.4.1～愛知県岩倉市2,430 

R6.4.1～愛知県岡崎市 R10.3.31～R9.3.31～
(3年間)(R6.11.28)(3年間)(R6.3.6)

143 
R7.4.1～秋田県大仙市・

秋田県美郷町54 
R6.4.1～岩手県岩手町 R10.3.31～R9.3.31～

※量（㌧/年）：再商品化計画期間平均値(3年間)(R6.11.29)(3年間)(R6.3.6)
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プラスチック製品の分別収集・再商品化経費に対する特別交付税措置
○ 分別収集物に含まれる容器包装については、容リ法に基づき特定事業者が再商品化の責任を負担する。

一方、容器包装以外の製品については、引き続き市区町村がその処理責任を有する。

○ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（令和３年法律第60号）が令和４年４月１日に施
行し、市町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化の努力義務が規定さ
れたことを踏まえ、令和４年度から製品プラスチックリサイクルに係る分別収集・再商品化に要する経費に
ついて特別交付税措置を講じている。

プラスチック製容器包装の分別収集

分別収集 選別・梱包・保管 運搬 再商品化

市区町村（又は委託業者） リサイクル事業者

分別収集 選別・梱包・保管 運搬

市区町村（又は委託業者） リサイクル事業者
プラスチック製品の分別収集（R4年度～）

再商品化

普通交付税措置

特別交付税措置

特定事業者が費用負担

○ 市町村が実施するプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化に要する経費に対して特別交付税措置

(A t × ８．８万円／ｔ ＋ B t × ６．４万円／ｔ） × ０．５

市町村の製品プラ
スチック分別収集
量（トン）

分別収集の標準
的な単価

再商品化の標
準的な単価

市町村の製品プ
ラスチック再商
品化量（トン）

算定式(例)

8

廃プラスチックの総排出量・有効利用／未利用量・有効利用率の推移

プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況
一般社団法人プラスチック循環利用協会 2024年12月発行

日本のリサイクル量は年々増加し、単純焼却、単純埋立量は減少し、単純焼却、
単純埋立の合計量は、全体の11%。
2023年の有効利用率は89%。

単純埋め立て

エネルギーリカバリー

ケミカルリサイクル

有効利用率

マテリアルリサイクル

単純焼却

9
9



プラスチック資源循環法を踏まえ、前向きにプラスチック資源の分別収集・リサイクルに取り
組み、焼却量を極力減らす努力を行っている自治体を支援する仕組みとした。

プラスチック資源の分別収集に係る循環交付金の要件化について

要件
プラスチック資源循環法に規定するプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に
必要な措置を行っていること又は地域計画期間の末日から1年後までに当該措置を行うこと。
対象区域
地域計画の対象区域の全域（離島地域、奄美群島、山村地域、過疎地域及び沖縄県を除く。）

プラ分別の範囲
プラスチック製容器包装及びそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を対象としていること。
要件適用のタイミング・経過措置
プラスチック資源循環法の施行日（令和４年４月１日）から適用。
ただし、施行日までに環境大臣に提出された地域計画に基づく事業には経過措置を適用。

交付金の交付
• 市町村が、廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイク

ル施設の整備を行う計画（循環型社会形成推進地域計画）を策定し、計画に位置付けられた施設整備に対し交付金を交付。

交付対象施設

• マテリアルリサイクル推進施設（不燃物、プラスチック等の資源化施設、ストックヤード 等）

• エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ発電施設、熱回収施設、バイオガス化施設 等）

• 最終処分場
• 既設の廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 等

交付金制度の概要

要件化について

交付率

•交付対象経費の１／３。ただし、高効率ごみ発電

施設等の一部の先進的な施設については１／２。

10

名古屋市の取組みのご紹介
容器包装プラスチックと製品プラスチック
⇒プラ法32条を活用し指定法人に委託

指定法人に委託すると…
大きいプラスチック製品は再商品化できない

11
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衣装ケースリサイクルの取り組みについて（名古屋市）

＜R6年度 現状＞
粗大ごみとして排出（パッカー車で市が収集） または
市民がごみ処理施設へ自己搬入

⇒【課題】高品質なプラスチック原料への再資源化が見込まれる品目
にもかかわらず破砕・焼却処理しており再資源化できていない。

①通常処理フロー
破砕・焼却処理（焼却残さは埋立・灰資源化）

埋立
灰資源化

前処理
（破砕）

再商品化
（再生プ
ラ原料）

②R6年度実証事業
自己搬入された衣装ケースを選別回収し、破砕業者で前処理破砕後、

再生プラスチック原料製造業者による再商品化を実施
売却（有価）

ごみ破砕
施設

ごみ破砕
施設

ごみ焼却
施設

＜実施期間＞
令和6年9月20日～12月20日（3か月間）

＜回収実績＞
11.17t（約3,700個）

プラスチック製衣装ケース フレーク 再生ペレット

衣装ケースリサイクル（R6年度概要）

＜結果＞
自己搬入ごみ中には１年間で約45tものプラ製衣装ケースが

あることが推定された。

＜参考＞
CO2排出量を試算すると、通常処理に比べて

再商品化した場合には30分の1程度まで減らす
ことができた。

CO2排出量（t）処理方法

22.4①通常処理

0.7②実証事業
11



衣装ケースリサイクルの取り組みについて（名古屋市）

＜R7年度 現状＞
R6年度実証で事業自体の効果は一定認められたものの、現状の処理

スキームでは継続して実施することが困難。
⇒【課題】継続して実施できる方法を確立する必要がある。

前処理
（破砕）

再商品化
（再生プ
ラ原料）

＜R7年度実証事業＞
市内で衣装ケースの無料回収イベントを年3回実施、破砕業者で前処

理破砕後、再生プラスチック原料製造業者による再商品化を実施。

売却（有価）

ごみ破砕
施設

埋立
灰資源化ごみ破砕

施設

イベント
回収

粗大ごみ
自己搬入

ごみ焼却
施設

＜実施日＞
令和7年6月21日（土）、11月1日（土）、
令和8年3月（日付未定） ※いずれも事前予約制

＜回収実績＞
6月21日（土）1.44t（約500個）、11月 1日（土）1.87t（約600個）

回収したプラスチック製衣装ケース

衣装ケースリサイクル（R7概要）

＜結果＞
予約受付開始後、すぐに枠がすべて埋まったことから、不定期で回収

イベントを実施しても一定量集めることができることがわかった。
R8年度以降は、継続して実施することができるスキームを検討中。

再生ペレット
（啓発品の原料として使用）

12



 

 

 

 

 

 

＜先進事例紹介＞ 

 
「プラスチック資源の循環に向けた富山市の取組み 
～プラスチック資源一括回収の実施～」 

 
 
 

富山県富山市環境部廃棄物対策課減量推進係 

係長 布尾和幸氏
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＜事業紹介①＞ 

 
「再生プラスチックの回収量拡大・質の向上に向けた連携状況」 

 
 
 

株式会社富山環境整備 社長室 

専任次長（イノベーション担当） 今井麻美氏
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